
取 扱 上 の 注 意

　この用紙は、複写式であるため、 3 枚目毎に必ず下敷を

入れボールペンでそのまま書けば、２、３枚目が複写されます。

　保管の場合には直射日光の当たらない場所に保管願います。

　なお、この３枚組は、税務署へ源泉徴収票を提出しなければなら

ないもの（支払金額が法人役員　150万円、一般の受給者　500万円を

超える者等）に使用してください。
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税務署からのお知らせ
■　確定申告書の提出について

■　確定申告書の作成・送信はご自宅からe-Taxで！
　スマホやパソコンで国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」
から申告書を作成し、e-Taxで送信（提出）できます。

■　給与所得の確定申告がさらに簡単に！
　・マイナポータルと連携して確定申告書に自動入力

・源泉徴収票をスマホで撮影して自動入力！

税金の還付申告ができる方確定申告が必要な方

税務職員
ふたば

スマホでの相談
はこちらから！

◎ 給与の収入金額が2,000万円を超える方
◎ 給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が
　20万円を超える方
◎ ２か所以上から給与の支払を受けている方 など

◎ マイホームを住宅ローンなどで購入した方
◎ 一定の額の医療費を支払った方
◎ 災害や盗難にあった方
◎ 給与所得者の特定支出控除の特例の適用がある方
◎ 年の中途で退職し、再就職していない方 など

（注）令和５年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の相談及び申告書の受付期間は、令和６年２月16日（金）から同年３月
15日（金）までです（還付申告書は、令和６年２月15日（木）以前でも提出できます。）。

　令和５年分の確定申告から、マイナポータルと連携することにより、お勤め先からe-Taxで提出され
た「給与所得の源泉徴収票」※の情報が申告書に自動入力されます。
※ 給与所得の源泉徴収票の提出範囲は、年間の給与等の支払金額が500万円を超えるもの等ですが、お勤め先が500万円以下
の給与所得の源泉徴収票についてもe-Taxで提出している場合は、自動入力の対象となります。

※ お勤め先の給与所得の源泉徴収票の提出方法（e-Taxでの提出有無）については、お勤め先にお尋ねください。

自動入力された金額を
確認して

e-Taxで確定申告

　スマホのカメラで「給与所得の源泉徴収票」を撮影することで、その記載内容を直接入力しなくて
も、源泉徴収票の内容を読み取って、「確定申告書等作成コーナー」の該当項目に自動入力することが
できます。
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